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富山市立富山ガラス造形研究所学則の一部改正について 

［富山ガラス造形研究所］ 
 

（１）趣旨 

   より魅力ある、選ばれる学校を目指すためのカリキュラム改編（令和７年

４月からの「フレームワークの必修科目化」及びこれに伴う授業科目、単

位数の見直し）に合わせて、富山市立富山ガラス造形研究所学則の改正を

行うもの。 

 

（２）改正内容 

  ・成績評価区分の詳細化 

   第１０条中「Ａ」を「Ｓ、Ａ」に改める。 

  ・研究科の修了認定の表現をより正確に修正。 

第２８条第１項中「６０単位以上」を「６０単位」に改める。 

  ・造形科、研究科の科目及び単位数の改編 

（フレームワークの必修科目化等、作家としての自立に資するべく、 

より魅力的、実践的な内容への見直しを行うもの。） 

造形科の授業科目及び単位数を定めた「別表第１」（第６条関係）及び 

研究科の研究科目及び単位数を定めた「別表第２」（第２７条関係）に 

ついて、それぞれ改めるもの。 

（別添：新旧対照表を参照ください。） 

 

（３）施行期日 

   令和７年４月１日 
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令和６年６月市議会定例会 一般質問の概要 

 

１ 会 期  令和６年６月６日（木）～６月２７日（木） 

        ※一般質問･････ ６月１０日、１３日、１７日 

 

２ 概 要  ３日間の一般質問において９人の議員から質問があった。質問者、答弁の概要

は次のとおり。 

 

（１）学校再編に伴う多様化の促進について 

①自由民主党 泉 英之 議員（６月１０日） 

（問）「（仮称）富山市こども計画」は未就学児に限定したものではなく、こども全般に関わ

るものであることから、教育委員会としての取組について問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）「（仮称）富山市こども計画」はこども大綱を勘案して策定が進められているところ

ですが、こども大綱が目指す「こどもまんなか社会」とは、全てのこども・若者が身体

的・精神的・社会的に幸福な生活を送ることができる社会であると記されております。 

このような「こどもまんなか社会」の実現に向けての、市教育委員会の取組といたし

ましては、 

・市教育委員会の重点項目である「主体性のある子どもの育成」を目指し、問題解決的

な学習の充実に向けた「主体性を育む研修会」の実施や、問題解決的な学習で「まと

め・表現」する過程における児童生徒の話す力やプレゼンテーション能力の育成に向

けたアルバメソッドの導入 

・スクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーの配置、市教育センターへの来

所・電話相談によるカウンセリング推進事業、特別支援教育に関する情報提供を行う

就学相談など児童生徒一人一人のニーズに応じた教育相談の充実 

・学校へ行きづらさを感じている児童生徒が、自分に合ったペースで学習、生活するこ

とができる校内サポートルームの設置などの不登校児童生徒等への支援の充実 

・経済的な理由により、就学が困難な児童生徒への学用品や部活動に必要な用具等の費

用についての就学援助 

  などが挙げられます。 

 

（問）統廃合によるスクールバス等の通学時間について、通学の目安を片道一時間以内とし

ている根拠について問う。 

＜学校再編推進課：事務局長答弁＞ 

（答）市教育委員会では、令和２年１１月に策定した「富山市立小・中学校の適正規模・適

正配置に関する基本方針」の中で、スクールバスや公共交通機関を利用した場合の望ま

しい通学時間を、自宅から学校まで概ね１時間以内としているところであります。 

その根拠といたしましては、国の「公立小学校・中学校の適正規模・適正配置等に関

する手引」において、通学時間の目安を、適切な通学手段を確保することで、「概ね１

時間以内」とされております。 

また、こうした国の見解に加え、令和２年度に本市の学校再編を進める上での基本的

5

報告事項１８



な考え方について、富山市通学区域審議会に諮問したところ、望ましい通学時間につい

ては、市民アンケート結果や、本市の冬の気象条件、道路事情、除雪の状況などの地域

性を踏まえて、総合的に審議された結果、概ね１時間以内とするとの答申を受け、基本

方針として定めているものであります。 

 

（問）統廃合によるスクールバス等の通学時間について、保育所を卒園したばかりの児童に、

長距離のバス移動を強いることについての見解を問う。 

＜学校再編推進課：事務局長答弁＞ 

（答）市教育委員会としましては、学年に関わらず、学校再編により、一定程度の集団の中

で学ぶことができる教育環境を実現することで、互いに切磋琢磨するとともに、多様な

意見や価値観に触れ、コミュニケーション能力や協調性が育成されるなどの教育的効果

が期待されることから、学校規模の適正化に取り組んでいるところであります。 

その一方、学校再編が進捗することで、通学距離が長くなる児童生徒の増加が見込ま

れるため、スクールバスの運行等の通学手段については、地域住民や保護者のご意見を

伺いながら検討し、これに伴う不便や負担が過度なものにならないよう配慮していく必

要があると考えております 

こうしたことから、市教育委員会としましては、地域が主体となって学校再編につい

て議論する地域協議会において、学校再編により得られる教育的効果が期待されること、

場合によってバス通学をお願いすることなども含めて必要な情報提供を行い、地域住民

や保護者との対話を重ねた結果、合意が得られた校区から学校再編を推進してまいりた

いと考えております。 

 

（問）統廃合によるスクールバス等の通学時間について、遠距離通学児童の毎日２時間の義

務教育を受けるために費やされてしまう時間的損失と児童の間に不平等が生じてしまう

事について、見解を問う。 

＜学校再編推進課：事務局長答弁＞ 

（答）議員ご指摘の、通学に係る時間的損失と、児童の間の不平等が生じてしまうというご

意見につきましては、学校再編に関わらず既存の校区においても、児童の居住地の違い

によって時間差が生じていることから、通学時間だけに絞って議論することは適切では

なく、小学校の規模が適正化することで、プラスの教育的効果が期待されることとの兼

ね合いを含めて総合的に考えるべきことと認識しております。 

いずれにいたしましても、先程の繰り返しとなりますが、市教育委員会としましては、

必要な情報提供を行ったうえで、地域住民や保護者の合意が得られた校区から学校再編

を推進してまいりたいと考えております。 

 

（問）少子化による児童数減少が止まらない中においても、不登校児童数が増加している現

状について、教育委員会の見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）本市における不登校児童生徒数は増加に歯止めがかからず、近年においては小学校で

の不登校児童が急増しており、「児童生徒の問題行動・不登校等生徒指導上の諸課題に

関する調査」によりますと、その主たる原因は、「無気力・不安」、「学業不振」、
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「生活リズムの乱れ」が多くを占め、なかにはいくつもの要因が重なっている不登校児

童生徒もおります。 

新型コロナウイルス感染症の拡大という、これまで経験したことのない大きな試練に

直面したことで、人々の生活様式が変化し、価値観が多様化するなど、これまで「学校

に登校する」という結果だけを目標とする考え方から、一人一人の児童生徒の状況に合

わせ、社会的自立に向けて学校外にも学ぶ環境を求めていこうとする考えが社会全体に

広がってきたことも一つの要因と考えられます。 

このようなことを踏まえ、市教育委員会では、不登校児童生徒への支援として、 

・今年度の新規事業として、校内サポートルームを小学校８校、中学校９校に開設 

・市内２か所の適応指導教室、いわゆるＭＡＰの運営 

・富山市子どもの村や市内の社会教育施設等における体験活動の実施 

など、教室や学校以外においても子どもの居場所づくりを進めてきたところであります。 

市教育委員会といたしましては、児童生徒が誰一人取り残されることなく、自己実現

や社会的自立に向けて成長していくことができるよう、引き続き多様な居場所の創出に

努めてまいりたいと考えております。 

 

（問）児童生徒の通学事故に対する保険の加入状況、制度における医療費の支給割合、また、

通学事故にあたって児童生徒に対する給付の適用範囲（部活動、学童保育、通学）につ

いて問う。 

＜学校保健課：事務局長答弁＞ 

（答）市教育委員会では、児童生徒の通学中の事故をはじめ、学校における負傷や疾病、死

亡等に備え、保護者の同意に基づき、災害共済給付制度に加入しており、令和６年度は、

小・中学校の児童生徒の９９．９％にあたる２８，０００人余りが加入しているところ

であります。 

本制度における医療費の支給割合につきましては、事故等が発生した場合、療養費３

割と療養に伴う費用の１割を加算した保険診療に係る医療費総額の４割が給付されます。 

また、給付の適用範囲は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法で規定する学校

の管理下とされており、対象となるケースとしましては、 

・部活動での怪我や自宅から集合場所までの移動途中の怪我 

・学童保育を受けた後の帰宅途中の怪我 

・児童生徒の通学途中の怪我 

などがあります。 

 

（問）国の方針には、「通学区域制度の弾力的運用」「学校選択の機会の拡大」が、市町村

教育委員会の責任に基づきとあるのに対し、これを「保護者の責任」へと転嫁している

富山市教育委員会の姿勢は「子育て日本一とやま」を掲げる富山市の方針に背く重要な

事象であり、要件から即座に削除すべきと考えるが、教育委員会の見解を問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）昭和６２年５月８日付文部省通知「臨時教育審議会『教育改革に関する第三次答申』

について」においては、区域外就学の一層の弾力的運用等の工夫を市町村教育委員会の

権限と責任に基づき地域の実情に即してこの制度の運用について検討する必要があるこ
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とや、平成８年１２月１６日付行政改革委員会の「規制緩和の推進に関する意見（第２

次）」において、学校選択の弾力化に向けた取組についての提言がなされました。 

市教育委員会といたしましては、これらを受け、これまで学校選択の弾力化の具体策

として、児童生徒の希望や、子どもに適した教育を受けさせたいという保護者の願いを

叶えるために、「保護者の負担及び責任において通学させること」という要件を付して、

市教育委員会の権限と責任に基づき、中学校学校選択制や小規模特認校制を導入してき

たところであります。 

中学校学校選択制や小規模特認校制により通学する場合、通学距離や時間が長くなる

ため、児童生徒が安全な方法で通学するには、保護者のご理解とご協力が不可欠である

ことから、「保護者の負担及び責任において通学させること」を必要な要件としている

ところであります。 

 

（問）総務省の特別交付税に関する省令の遠距離通学対策に要する交付税措置導入について

教育委員会の見解を問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）総務省の特別交付税に関する省令の遠距離通学対策に要する交付税措置につきまして

は、通学距離が概ね２㎞以上の児童、３㎞以上の生徒に対して市町村が通学費を補助し

ている人数等により算定されることとなっております。 

本市におきましては、通学費の補助による通学支援の実施は学校統合によって通学負

担が必要となった児童生徒を対象とすることを原則としており、今年度は、昭和３６年

に実施した学校統合により通学の保護者負担が増えた太田小学校に通う児童のみを対象

として特別交付税による通学費助成を導入しております。 

市教育委員会といたしましては、通学区域外に居住する児童生徒とその保護者が中学

校学校選択制や小規模特認校の制度を利用して入学を希望する場合、保護者の負担及び

責任において通学させることなどを要件として就学を認めていることから、通学支援に

ついては考えておらず、特別交付税の通学費助成の対象とはしていないところでありま

す。 

 

（問）細入・山田地域の義務教育学校設立要望について、現在までの議論の推移と今後の見

通しを問う。 

＜学校再編推進課：教育長答弁＞ 

（答）義務教育学校設立に関する要望書につきましては、令和２年９月３日に細入地域から、

同年１０月２７日に山田地域から、それぞれ市教育委員会に提出がありました。 

両地域において小中一貫教育を行う義務教育学校の設置につきましては、 

・細入地域、山田地域につきましては、それぞれ同じ敷地内に小・中学校が併設されて

いること 

・小・中学校の校長が連携して９年間を通じた教育活動を推進していることや、学校・

地域・保護者が協力して学校運営を進めるコミュニティスクールについても小・中学

校が一つになっていること 

・併設型の校舎を生かし、一部の教員が小学校と中学校を兼務し、小学校における教科

担任制の実施や中学校の免許外指導の一部解消を図っていること 
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・小・中学生の合同学習による交流を行い多様な仲間とふれあうなど、小規模校の課題

を解消するよう努めていること 

などの理由から、既に義務教育学校に近い状況にあり、現在のところは具体の議論を行

っておりません。 

 

（問）「適正規模」「適正配置」による画一的な統廃合の方針から、通学に距離のある中山

間地域等の小規模校を除外し、それぞれの地域の特性を生かした富山市独自の多様性教

育を推進すべきと考えるが、見解を問う。 

＜学校再編推進課：教育長答弁＞ 

（答）市教育委員会としましては、市全体を俯瞰し、一定の尺度として、望ましい学校規模

を小学校で１２～１８学級、中学校で９～１８学級とし、学校規模の適正化を進めるこ

ととし、令和４年２月に「富山市立小・中学校再編計画」を策定しました。 

しかしながら、この計画は、地域と議論を進めるためのたたき台としてお示ししたも

のであり、実際の学校再編の取組につきましては、地域の方が自ら協議会を設立し、地

域住民の間で対話を重ね、合意が得られた地域から進んでいくことから、行政が画一的

に進めていくものではないと考えております。 

また、特に中山間地域では、学校を統合する場合において児童の通学距離、通学時間

が他の地域と比較して増加することも考えられますが、今後も、全国的に少子化に歯止

めがかからない状況のもと、本市の小・中学校が１０年後、１５年後において今以上に

小規模化し、小学校における複式学級や、中学校における免許外指導がさらに増えてい

く教育環境が、子どもたちにとって良いものなのか、現在だけでなく将来を見据えて、

今から地域の皆様と一緒に検討することが大切であると考えております。 

市教育委員会といたしましては、小学校では１２学級を下回るとクラス替えができず、

子どもたち同士の人間関係が固定化されてしまうこと、中学校では９学級を下回ると、

９教科１０科目の教員を配置することができないため免許外指導が発生することや部活

動の選択肢が少なくなること等の課題が生じることから、学校規模の適正化は進めてい

かなければならないと考えております。しかしながら、学校規模の適正化には時間を要

することから、例えば、小規模校に在籍する子どもたちの学びを充実させるため、小規

模校同士の合同学習の実施や、異学年集団による学び合い等、イエナプラン教育のエッ

センスを取り入れた学習を推進するなどしており、今後も本市独自の多様な学びの場を

創出していきたいと考えております。 

 

 

（２）小泉八雲の蔵書について 

①富山市議会自由民主党 豊岡 達郎 議員（６月１０日） 

（問）若返りの泉という紙芝居を学校でどのように活用しているのか。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）「若返りの泉」の紙芝居は、小泉八雲の作品の継承に尽力し、文芸の発展に努めてお

られ、本市名誉市民である中尾哲雄氏が会長を務める「富山八雲会」によって、小泉八

雲著の「若返りの泉」の原文を小学生向きの英語に直し、物語のシーンの絵を描くこと

で、小学生にも小泉八雲の作品を楽しめるように作成されたものであります。 
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この紙芝居は、令和５年度に「富山八雲会」から市教育委員会に寄付していただいた

もので、電子データとして市内すべての小中学校で閲覧・活用できるようにするととも

に、市教育委員会主催の小学校外国語活動・外国語科研修会に「富山八雲会」の方にお

いでいただき、実演を通して紙芝居の使い方を紹介していただいております。 

各学校におきましては、 

・小学校高学年の外国語科の時間に使用し、外国語の音声や文字、表現等について日本

語と外国語の違いを理解すること 

・地域の読書ボランティアがこの紙芝居を英語で読み聞かせることで、外国語の音声や

基本的な表現に慣れ親しむこと 

・小学校４年生が紙芝居のせりふを覚え、英語劇として他の学年に発表するなど、外国

語で表現することを通してコミュニケーションを図る素地を養うこと 

など、工夫して活用していることが報告されております。 

市教育委員会といたしましては、様々な研修会の折にこうした事例を紹介するなどし

て、活用を推進してまいりたいと考えております。 

 

（問）ヘルン文庫の魅力を市民の方々に紹介する取組について問う。 

＜図書館：教育長答弁＞ 

（答）小泉八雲は、明治期の日本を英語の出版物で世界に紹介するとともに、「耳無芳一」

や「ろくろ首」などの「怪談」の作品で有名であり、八雲の著作等は、日本の精神文化

を知る上でも重要なことから、現在も研究活動が展開されていると伺っております。 

こうした中、富山大学附属図書館にあるヘルン文庫につきましては、八雲の蔵書であ

った洋書約２,０００冊をはじめ、和漢書や手書き原稿などのほか、八雲に関する研究文

献約２,６００点が所蔵・展示され、大変意義深いものであります。 

このヘルン文庫の魅力を紹介するため、同図書館においては、月１回、同文庫を一般

公開され、ボランティアによる貴重資料の解説等が行われているほか、高志の国文学館

においては、「ふるさと文学の総合窓口」として文庫を紹介するため、常設展示室にコー

ナーを設置されています。 

さらに、民間有志の取組としまして、平成１３年に設立されたヘルン文庫の調査等に

取り組む富山八雲会では、本年４月にヘルン文庫１００周年を記念した講演会及びフォー

ラムを開催されたところであります。 

このように各機関等において、文庫の魅力の紹介に取り組まれておられ、市図書館本

館におきましても、平成３０年度に、八雲の研究者によるヘルン文庫をテーマとした講

演会を開催しております。 

また、市教育委員会では、教員の資質向上などを目的とした研修会「とやま教師塾」

を実施し、研修の一つとして「ヘルン文庫」を訪ねた後、文庫の設立に尽力された馬場

家を見学する講座を開催しております。 

この取組は、教員がヘルン文庫等について理解を深め、児童生徒への紹介や八雲の作

品の教材活用につながり、児童生徒が興味をもつきっかけになると考えております。 

いずれにいたしましても、今後とも、機会を捉えて、ヘルン文庫や八雲をテーマとし

た講演会を図書館において実施するなど、八雲の世界の一端を市民の方々に紹介するこ

とで、心豊かな暮らしづくりに寄与してまいりたいと考えております。 
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（３）災害時における避難について 

①富山市議会自由民主党 髙田 真里 議員（６月１０日） 

（問）保護者の理解を得て、ライフジャケットや、防災ずきん・ヘルメットを常備しておくこ

とを推進すべきと考えるが見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）本市の津波ハザードマップによりますと、避難対象地域を校区にもつ小中学校は１９

校あり、現在、その内４校に民間団体からの寄贈を受け、ライフジャケットが常備され

ております。 

また、市内全域において、全校児童生徒数分の防災ずきんやヘルメットを学校内に常

備している小中学校は４校となっております。 

防災ずきんやヘルメットは、被災した際、頭部を守るためには大変有効なものである

ことから、市教育委員会といたしましては、着用が努力義務となっている自転車のヘル

メットとの兼用や、体育服を入れるバッグを防災ずきんとしての代用など、学校での常

備の方法について検討しているところであります。 

また、ライフジャケットの着用につきましては、津波や洪水によって溺れることを防

ぐ防災方法の一つとされていることから、他市町等の導入事例について調査・研究して

まいりたいと考えております。 

 

（問）保護者の理解と協力を得ながら、児童生徒の「防災ボックス」を常備することについ

て、教育委員会の見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）万が一の災害に備えて、児童生徒が家庭で保護者とともに、非常用持ち出し袋の中身

を考えたり、最寄りの避難所がどこにあるのかを家族と一緒に歩いて確認したりするな

ど、家庭の協力を得ながら、防災について学ぶことは、児童生徒にとって、災害を自分

事としてとらえ、被災したときにあわてずに行動する力を育成するなど、防災教育を推

進するために有効な手立ての一つと考えております。 

議員から提案のありました「防災ボックス」につきましても、児童生徒が実際に備蓄

品を自ら準備することで、防災教育の推進の一助になると考えられますが、各家庭の経

済状況や非常食の消費期限の確認・更新等が懸念されることから、他都市の先行事例を

調査・研究してまいりたいと考えております。 

 

 

（４）学校教育現場における動物飼育について 

①富山市議会自由民主党 髙田 真里 議員（６月１０日） 

（問）学校で動物飼育を行うことの意義について、見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）学校教育における動物の飼育につきましては、小学校学習指導要領生活科解説におい

て、地域や子どもの実態に応じて適切な動物を飼育し、子どもが安心して関わったり、

成長の様子の特徴がとらえやすい動物との触れ合いを通して、生き物への親しみや、生

命の尊さを実感することと示されております。 

学校で動物を飼育することは、様々な動物と触れ合う中で、生命のすばらしさや不思
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議さ、動物と関わる楽しさを感じ、動物を慈しみ、命を大切にする心を育むことに加え、

餌やり、飼育小屋の清掃、病気になった時の対応等、動物を飼うことの大変さや責任を

実感することで、生命の尊さを実感したり、動物を含め他者を思いやる心が育まれる有

意義なものであると考えております。 

 

（問）昨今の小学校での飼育活動の状況について問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）令和５年度において、市内小学校で係活動や委員会活動として、何らかの動物を飼育

している学校は３２校あり、ウサギやアイガモ、ガチョウ、クジャクなどの哺乳類や鳥

類、金魚やコイなどの魚類が飼育されております。 

過去の飼育状況と比較してみますと、平成３０年度に動物を飼育していた小学校は３５

校で、飼育活動を行っている学校の数は過去５年間ほぼ横ばいでありますが、平成３０

年度に飼育していた動物は、ウサギやヤギ、モルモットといった哺乳類、ニワトリやア

イガモ、ガチョウ、ウコッケイ、チャボ、インコといった鳥類が多くを占めておりまし

た。 

鳥インフルエンザの影響や、動物アレルギーのために飼育活動にかかわれない子ども

がいるなど、様々な事情により、飼育する動物が大きく変化してきていると考えられま

す。 

なお、すべての小学校において、理科の学習として、メダカ等の魚を飼育しており、

卵から孵化する様子や魚が成長していく様子を観察することで、動物の発生や成長につ

いて学ぶ機会となっております。 

 

（問）学校における動物飼育活動の推進に向け、望ましい在り方について、見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）学校で動物を飼育する際には、休日や長期休業中の世話、感染症予防への対応等、管

理や繁殖、施設や環境などについて解決すべき課題が複数あり、特に哺乳類や鳥類につ

いては、学校で容易に飼育できないことが実情であります。 

そのため、小学校におきましては、校外学習でファミリーパークを訪れ、こどもどう

ぶつえんにおいて小動物と触れ合う活動を行ったり、地域の協力を得て、休日や長期休

業中に動物の世話をする飼育ボランティアを募るなどして、動物を飼育している学校も

あります。 

市教育委員会といたしましては、学校が地域の実情や子どもの実態を考慮しながら飼

育動物を選定したり、社会教育施設や地域の人材等を有効に活用するなどして、動物と

関わる体験を教育活動の様々な場面に取り入れていくことが大切であると考えておりま

す。 
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（５）売薬資料館について 

①富山市議会自由民主党 松井 邦人 議員（６月１０日） 

（問）売薬資料館の入館者数は近年、どのように推移しているのか問う。 

＜民俗民芸村管理センター：事務局長答弁＞ 

（答）売薬資料館の近年の入館者数として、過去５年間について申し上げますと、 

・令和元年度が７，４８３人 

・新型コロナウイルスの感染拡大防止などのために臨時休館を４７日間行った令和２年 

度が５，１０１人 

・同じく感染拡大防止のため臨時休館を２６日間行った令和３年度が５，５６０人 

・通年開館に戻りました令和４年度が６，７２６人 

・能登半島地震の被害により臨時休館を７０日間行った令和５年度が５，７１８人 

となっており、臨時休館の影響もありますが、コロナ禍前の入館者数までには回復して

いない状況となっております。 

 

（問）リピーター獲得に向け、どのような取組を行っているのか問う。 

＜民俗民芸村管理センター：事務局長答弁＞ 

（答）売薬資料館では、来館していただく度に新たな発見ができるよう展示品の一部を随時

入れ替えするとともに、年間４回程度の企画展を行うほか、数年に１回、特別展を開催

しております。 

また、夏休み期間には、来館を促すため、薬袋や紙風船の製作を体験できるワークショッ

プを開催しているところであります。 

   これらに加え、ここ数年、特別展にのみ実施していた学芸員による展示品の解説会を、

本年度から企画展においても行うこととし、現在開催中の企画展「薬の色・いろ」から

実施するところであります。 

市教育委員会といたしましては、今後とも、リピーターをはじめ多くの方に来館して

いただけるよう、引き続き、企画展等の充実とその周知に努めてまいりたいと考えてお

ります。 

 

 

（６）学校給食の無償化について 

① 公明党 松井 桂将 議員（６月１３日） 

（問）小中学校の給食費の無償化について、今後の取組を問う。 

＜学校保健課：事務局長答弁＞ 

（答）これまでの議会でも答弁してまいりましたとおり、学校給食の実施に必要な施設及び

設備に要する経費、修繕費、人件費、調理場の光熱水費、給食センターから各学校への

配送費等、多額の経費を市が負担している中、食材料費分のみを学校給食費として、保

護者にご負担いただいているところであります。 

こうしたことから、市独自での補助による学校給食費の無償化については考えていな

いところであります。 

なお、国において、学校給食費の無償化の実現に向けた具体的方策の検討を行うとさ

れていることから、引き続き、その動向を注視してまいりたいと考えております。 
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② 立憲民主党 岡部 享 議員（６月１７日） 

（問）本市の小・中学校において、仮に市単独で給食費を無償化した場合の必要額を問う。 

＜学校保健課：事務局長答弁＞ 

（答）学校給食法第１１条第２項では、学校給食費は、学校給食を受ける児童生徒の保護者

の負担と規定されております。 

このことを踏まえ、本市の小・中学校の児童生徒約３万人の給食費を無償化した場合

の必要額は、令和５年度の実績をもとに算出いたしますと年間約１９億円の費用が必要

と見込まれ、この額は、令和４年度と比較しますと約４，３００万円の増加、また、令

和３年度と比較しますと、約１億３，０００万円の増加となっております。 

児童生徒数が減少しているにもかかわらず必要額が増加している要因としましては、

近年の食材料費や配送費の値上がり等によるものであり、今後につきましても、社会情

勢が依然として不安定な状況の中、物価等のさらなる上昇リスクもあることから、給食

費の無償化に必要な額はこれまでより上振れする可能性も考えられます。 

 

（問）学校給食の無償化について、全国でも検討や取組が進められ、中核市においても６市、

県内でも朝日町が実施しているが、本市における検討状況について問う。                                                     

＜学校保健課：事務局長答弁＞ 

（答）本年３月議会での公明党松尾議員の代表質問にお答えしましたとおり、国は、令和５

年１２月２２日に閣議決定した「こども未来戦略」の中で、学校給食費の無償化を実施

する自治体における取組実態や成果・課題の調査、全国ベースでの学校給食の実態調査

を行い、具体的方策を検討するとしております。 

このことから、市教育委員会といたしましては、今後も国等の動向を注視するととも

に他自治体の状況を調査・研究してまいりたいと考えております。 

 

（問）学校給食の無償化は、教員の業務負担軽減に繋がると考えるが、教育委員会の見解を

問う。 

＜学校保健課：事務局長答弁＞ 

（答）本市において、学校給食費の無償化を行う場合、学校では、保護者からの給食費の集

金や市学校給食会への振り込み、未納者への督促といった事務が不要となることにより、

教員の業務負担軽減は、一定程度図られるものと考えております。 

しかしながら、日々各学校で行われている児童生徒の転出入や長期欠席の把握等に伴

う食数管理、食物アレルギー対応など、給食にかかる教員が行う業務につきましては、

きめ細やかな対応が引き続き求められることとなります。 

また、学校では、給食費の他にも学用品費や修学旅行費など「学校徴収金」の集金事

務があることから、教員の負担を解消するためには、「学校徴収金」と給食費の無償化

を併せて対応する必要があると考えております。 

 

（問）昨年１１月に中核市市長会として学校給食の無償化を全自治体で実現するよう財政措

置を求めているが、学校給食の無償化について、市長の見解を問う。 

＜学校保健課：市長答弁＞ 

（答）６月１３日の公明党松井議員の質問にお答えしましたとおり、学校給食の実施に必要
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な多額の経費を市が負担している中、食材料費分のみを給食費として、保護者にご負担

いただいているところであります。 

令和５年１１月に中核市市長会として、「学校給食に関する地域の実態等を考慮した

上で、国の制度として無償化し、全ての自治体が無償化を実施できるよう、財源措置を

講じること」について要望したところであり、市独自で学校給食費を無償化することに

ついては、考えていないところであります。 

なお、国において、学校給食費の無償化の実現に向けた具体的方策の検討を行うとさ

れていることから、引き続き、その動向を注視してまいりたいと考えております。 

 

 

（７）小・中学校の不登校について 

① 立憲民主党 村石 篤 議員（６月１３日） 

（問）富山市の不登校児童生徒の人数及びいわゆる「隠れ不登校」と呼ばれる不登校傾向に

ある児童生徒の人数を問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）本市において令和５年度、病気等を除き年間３０日以上欠席した不登校児童生徒数は、

小学校では４７６人、中学校では６４４人となっております。 

また、年間３０日未満の欠席ではあるものの、教室へ入ることができず、相談室や保

健室等へ登校し、支援を行った、いわゆる不登校傾向が見られる児童生徒数は、小学校

では３９人、中学校では５９人となっております。 

 

（問）中学校３年生の不登校生徒の高校進学に向けた進路指導はどのようにしているのか。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）高等学校への進学に向けての進路指導におきましては、何を学びたいのか、どのよう

な高校生活を送りたいのかなど、目的意識を明確にもって進学できるよう、学級担任と

の面談等を通して、生徒自身が自己の興味・関心などの個性を理解したり、将来の生き

方や生活について見通しをもつなど、自分と向き合う機会を大切に進めているところで

あります。 

とりわけ、不登校生徒にとっては、学業の遅れ等から進学にあたって不安を抱いてい

る場合もあることから、一人一人の生徒の夢や願いを丁寧に聞き取りながら進路指導を

進めていくことが肝要であり、具体的な取組としては、 

・学級担任による家庭訪問を通しての高等学校進学についての情報提供 

・不登校による学業の遅れに対する不安を払拭するための個別の学習サポート 

・放課後等、他の生徒がいない時間帯での面接練習 

などを行っております。 

市教育委員会といたしましては、不登校等の対応に関する研修会や不登校生徒の保護

者向けの相談会等の充実を図り、不登校生徒への理解を深め、一人一人の生徒の状況に

応じた進路指導となるよう、学校や保護者への支援に努めてまいりたいと考えておりま

す。 
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（問）「不登校児童生徒への支援の在り方について（通知）」では、不登校対策における

「学校復帰」の前提がなくなり「社会的自立」を目指すことが明記されているが、具体

的な取組について問う。 

＜教育センター：教育長答弁＞ 

（答）令和元年１０月２５日付文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方につい

て」において、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒

が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立することを目指す必要があることが示さ

れました。 

市教育委員会では、不登校児童生徒が社会的に自立する力を高めるため、 

・婦中と豊田の２箇所に設置した「ＭＡＰ」と称する適応指導教室における、学習やス

ポーツ、遊び、その他体験的な活動の実施 

・一人１台端末を活用し、学習についての質問や進路に関する相談等に対応する「ＭＡ

Ｐオンライン相談室」の開設 

・富山市子どもの村における火起こし体験や野菜の栽培、富山市科学博物館でのプラネ

タリウム鑑賞、富山市ファミリーパークにおける動物との触れ合い体験等の、児童生

徒が自分の興味・関心に基づいて選択することができる体験活動の充実 

等の取組を行っております。 

参加した児童生徒は、興味・関心のある活動を自分で選び、自分なりの目標を決めて、

時には互いに励まし合いながら、粘り強く取り組んでおり、これらの取組は、自己決定

や協働の喜び、自己肯定感の高まりなどの社会的な自立に向けたよい機会となっている

ものと考えております。 

市教育委員会といたしましては、児童生徒が学校外においても、様々な人々や社会と

の関わりを大切にした活動を充実することで、今後も不登校児童生徒の社会的自立を支

援してまいりたいと考えております。 

 

（問）「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」で

は、国や地方公共団体は子どもや親に対して、積極的に個々の適切な情報提供を行うこ

とが明記されているが、市はどのような情報提供をしているのか。 

＜教育センター：教育長答弁＞ 

（答）平成２８年に制定されました「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機

会の確保等に関する法律」におきましては、基本理念として、教育機会の確保等に関す

る施策は、国、地方公共団体、教育機会の確保等に関する活動を行う民間の団体、その

他の関係者の相互の密接な連携の下に行われるようにすることとあり、加えて令和元年

１０月２５日付文部科学省通知「不登校児童生徒への支援の在り方について」では、フ

リースクール等の民間施設やＮＰＯ等と積極的に連携し、相互に協力・補完することの

意義は大きいとされております。 

市教育委員会における市内小・中学校全ての保護者に対し、保護者連絡システム（テ

トル）を用いて、婦中、豊田の適応指導教室（ＭＡＰ）の概要説明や、学校に行きづら

い児童生徒のための体験活動の実施要項、不登校相談会の開催案内等を送信し、情報提

供を行っております。 

また、市教育委員会が開催する保護者を対象とした不登校相談会において、フリース
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クール等の担当者に参加いただき、支援概要等の紹介や、個別の質問等に直接答えてい

ただくなどの場を設定しております。 

市教育委員会といたしましては、学校に行きづらいと感じている児童生徒の教育機会

を確保するために、今後も関係団体との連携を図りながら、不登校児童生徒及び保護者

に対して幅広く情報提供を行ってまいりたいと考えております。 

 

（問）小・中学校において、校内サポートルームが設置されたが、活用の状況を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）「校内サポートルーム」は、児童生徒が思い思いの過ごし方によって心のエネルギー

をたくわえることができるような居場所であることをコンセプトとしており、利用する

児童生徒が自分に合ったペースで学習したり、読書、軽運動、イラストや手芸などの創

作活動等、学習以外にもやりたいことを自ら選択・決定して取り組むことができる環境

を学校内に整備したものであります。 

今年度から、小学校８校、中学校９校に新設した校内サポートルームにつきましては、

５月末現在で１２９名の児童生徒が利用しております。 

校内サポートルームを設置した学校からは、 

・自分で一日の活動計画を決めることで、今までより意欲的に様々な活動や学習に取り

組むようになった 

・校内サポートルームを利用する児童生徒同士や指導員との交流を通して、社会性を身

につけるきっかけとなった 

・一時的に校内サポートルームにおいて心のエネルギーをたくわえることで、これまで

は早退していた児童生徒が再び学級に戻り、授業を受けるようになった 

  などの成果が報告されております。 

 

（問）不登校生徒に対して、健康診断日を案内すべきと考えるが、見解を問う。また、診断

を受ける生徒は、他の生徒と別の部屋で診断できるようにすべきと考えるが、見解を問

う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）各学校におきましては、内科検診等の健康診断の実施日を含む学校行事の日程を、学

校のホームページや学校だより等に掲載するとともに、不登校の児童生徒及びその保護

者に対しては、家庭訪問や電話連絡、一人１台端末の連絡ツール等を通じて、あらかじ

め連絡しております。 

健康診断を実施する際には、児童生徒の実情に応じて、学校医の協力を得ながら、他

の児童生徒の健康診断終了後に時間をずらして実施したり、別の場所で行うなどの配慮

をしているところであります。また、健康診断の実施日に児童生徒が欠席した場合には、

保護者や本人と相談の上、予備日や他の学年の実施日を活用するなどして、健康診断を

受けられるよう配慮しております。 

市教育委員会といたしましては、児童生徒に健康診断の機会を確保することで、児童

生徒の健康の保持増進を図るとともに、学校における健康教育の推進に努めてまいりた

いと考えております。 
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（問）不登校生徒に対して、中間・期末テストの期日を案内すべきと考えるが、見解を問う。

また、テストを受ける部屋は、別室が良いと考えるが、見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）各学校における不登校生徒への中間・期末テストの期日やテスト範囲の案内について

は、他の生徒と同様に確実に周知しており、その方法については、生徒の状況に合わせ

て、担任が家庭訪問する際に文書を届けたり、一人１台端末の連絡ツールを通じて送付

するなどの対応をしているところであります。 

不登校生徒の中には学業不振等が原因で不登校となっている生徒や、学校生活のこと

を考えると心の負担となる生徒もいることから、保護者や医療機関と相談の上、本人に

はテストの期日を伝えない場合もありますが、このような場合においても保護者への周

知は必ず行っております。 

また、テストを実施する際の配慮として、教室での実施が難しい場合には、保健室や

相談室での実施の他、保護者の協力を得て自宅での実施や、適応指導教室（ＭＡＰ）で

の実施も可能であり、加えて、実施する教科を自分の学習の進捗状況に合わせて選択す

るなど、一人一人の状況に応じた実施の方法を自分で選ぶことができるようにしており

ます。 

 

（問）不登校生徒に対して、修学旅行、卒業式への参加について、どのような配慮をしてい

るのか。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）不登校生徒に対する修学旅行の参加への配慮につきましては、旅行日程の説明や班別

行動の計画、役割分担の決定等の事前学習の内容と日程を前もって伝えることで事前学

習の見通しをもったり、参加できそうなところを自分で選んだりするなど、修学旅行に

安心して参加できるような支援を進めております。 

また、参加の仕方につきましても、保護者の協力を得ながら、途中参加や途中帰宅、

保護者の付き添い等、一人一人の状態に合わせて様々な参加の仕方があることを伝え、

生徒の不安な気持ちを和らげる取組も進めているところであります。 

次に、卒業式の参加への配慮につきましては、自席での参加が難しい場合には、式場

の人目につきにくい場所での参加や、相談室等の別室におけるオンラインでの参加など、

複数の選択肢を示し、本人が参加しやすい方法を自ら決められるような配慮をしており

ます。 

また、式に参加できなかった生徒につきましては、式が終了した後も会場をそのまま

にしておき、一人一人の生徒に校長から直接、卒業証書を受け取る場と時間を設定する

など、すべての生徒にとって学校生活の有意義な節目として、厳粛で清新な気分を味わ

い、新しい生活の展開への動機づけとなるよう、各学校で工夫して実施しているところ

であります。 
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（８）医療的ケア児の受入れに関するガイドラインについて 

① 富山市議会自由民主党 田辺 裕三 議員（６月１３日） 

（問）このガイドラインにおける医療的ケア児受入れの実施要件について問う。 

＜学校保健課：教育長答弁＞ 

（答）本ガイドラインは、令和３年度の「医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する

法律」の施行を受け、市立小・中学校において医療的ケア児を安全に受け入れ、安心し

て通学できるように基本的な考え方や流れ、対応等について示したものであり、医療的

ケアの実施により、学校生活が可能となる児童生徒に対し、他の子どもたちとのかかわ

りの中で、安全を確保しながら、教育を行うことを目的として活用することとしており

ます。 

また、実施にあたっては、保護者や教職員の協力を受けて、医療的ケア児の主治医の

指示に基づき、訪問看護ステーションから小・中学校に派遣された看護師が従事するこ

ととしております。 

これらを踏まえ、市教育委員会が実施可能と認める受入れの実施要件につきましては、

人員配置や施設環境等の学校での受入れ体制が整えられているとともに、 

・病状や健康状態が安定し、学校生活において日常的に医療的ケアの必要性があること 

・日常的に保護者が自宅で行っている医療的ケアが確立し、保護者による安定した医療

的ケアが行われていること 

・病状や医療的ケアに関する情報を、リスクを含め保護者と学校等で十分に共有できる

こと 

・必要に応じて、主治医との連携を図ることができること 

・医療的ケアを行うにあたり、訪問看護での対応が可能であること 

としており、これら全ての要件を満たす場合に受け入れてまいりたいと考えております。 

 

（問）このガイドラインに基づき、学校ではどのような準備が必要となるのか。 

＜学校保健課・学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）学校における医療的ケア児の受入れにあたりましては、安全かつ適切な医療的ケア実

施のため、あらかじめ、校長や教頭、養護教諭、担任などで構成される「医療的ケア安

全委員会」を設置するとともに、校長が「学校における医療的ケア実施要項」を定める

こととしております。 

また、申込にあたって保護者から提出された医療的ケア実施申込書や保護者との面談

内容のほか、主治医の指示書、医療的ケアを行う看護師や保護者等と情報共有した内容

を基に、児童生徒の個別の「実施マニュアル」、「緊急時対応マニュアル」、「教育支

援計画」を作成することとしております。 

加えて、医療的ケア児の心身の状況や必要とする医療的ケアの内容、教育活動に関す

る留意点等について学校内で研修を行い、情報共有及び教職員の知識の向上を図ること

により、一人一人の心身の発達に応じた教育の場の提供に努めてまいりたいと考えてお

ります。 
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（９）いじめの重大事態について 

① 自由民主党 久保 大憲 議員（６月１７日） 

（問）いじめの重大事態が増加した理由について問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）（令和元年度が０件、２年度が１件、３年度が１件、４年度が１０件、５年度が１１

件と）ご指摘のとおり、令和４年度以降は、増加しております。 

増加の理由につきましては、市教育委員会で作成したいじめに関する資料を活用した

校内研修会のほか、校園長会やいじめに関する研修会等を通じて、一人一人の教職員に

「いじめ防止対策推進法」をはじめとした関係法令等に対する正しい理解が浸透し、疑

いも含め、重大事態としての適正な認定や保護者の意向を尊重した対応が推進されてき

たことが主な要因であると考えております。 

 

（問）調査の結果、教育委員会が、いじめとの因果関係が認められなかったと判断した重大

事態の件数を問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）令和元年度から令和５年度までに発生した、重大事態２３件のうち、いじめ防止対策

推進法に規定する事実関係を明確にするための調査の結果、生命、心身又は財産への重

大な被害、及び、相当の期間学校を欠席したことと、いじめとの因果関係が確認できな

かった件数は、現時点で２件となっております。 

 

 

（１０）教員の働き方改革について 

① 立憲民主党 岡部 享 議員（６月１７日） 

（問）令和５年度の小・中学校における教員の１人当たりの１か月の時間外在校等時間の平均

を問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）令和５年度の小・中学校における教員１人当たりの１か月の時間外在校等時間の平均に

ついては、小学校は３７時間８分、中学校は４２時間９分であります。 

 

（問）令和５年度において、時間外在校等時間の平均が多かった月、上位３月の時間外在校等

時間の平均について、小・中学校別に問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）令和５年度における時間外在校等時間の平均が多かった上位３月について、小学校では、 

・６月の４８時間２０分 

・４月の４７時間５９分 

・５月の４４時間２３分 

となっております。中学校では、 

・４月の５７時間１５分 

・５月の５４時間４８分 

・６月の５４時間３２分 

となっております。 
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（問）令和５年度における１か月の時間外在校等時間の平均が月４５時間及び８０時間を超え

る教員数及びその割合について、小・中学校別に問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）令和５年度の１か月の時間外在校等時間の平均が月４５時間を超える教員につきまして

は、小学校では４４１人で、その割合は３３．４％、８０時間を超える教員は３人で、そ

の割合は０．２３％となっております。 

中学校につきましては、月４５時間を超える教員は３３１人で、その割合は４６．６％、

８０時間を超える教員は７人で、その割合は０．９８％となっております。 

 

（問）年間３６０時間を超える教員数とその割合について小・中学校別に問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）年間３６０時間を超える教員数につきましては、小学校では８７９人で、その割合は 

  ６６．５％、中学校では５１０人で、その割合は７１．７％となっております。 

 

（問）令和６年度の本市小・中学校の始業式は4月４日であり、全国の自治体と比較して早く、

教員の負担軽減のために始業式を遅らせるべきと考えるが、見解を問う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）１学期の始業式の期日につきましては、台風や新型コロナウイルス感染症などによる臨

時休業に備えて、授業時数を確保することや学校行事の準備にゆとりをもって取り組める

ようにすることなどを考慮しながら、始業式までに土日を除いた３日間の勤務日を確保す

ることを原則に、市小・中学校長会とも相談の上、市教育委員会で決定しております。 

４月を含め年度当初の時間外在校等時間の平均が年間を通じて多くなっていることや、

令和５年９月８日付文部科学省の通知において、１，０８６単位時間以上の教育課程を編

成していた学校は、教育課程編成において見直すことを前提に点検を行い、指導体制や教

育課程の編成の工夫、改善等により指導体制に見合った計画とすることが求められている

ことから、始業式の期日を遅らせることや年間の授業日数の妥当性について確認する必要

があることは認識しているところであります。 

一方で、学期末の成績処理で忙しくなる時期に児童生徒の下校を早めたり、毎週決まっ

た曜日に6限の授業を行わないことで教員の授業準備の時間を確保している学校もあるこ

とから、始業式の期日を遅らせることが教員の働き方改革に直結するのかについては、一

概に判断できないため、他都市の状況や、その成果と課題について調査・研究をしてまい

りたいと考えております。 

 

（問）富山市立学校における春休みの日数について、全国の自治体と比較すると短いとの報告

がされているが、短い要因と見直しについて問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）本市におきましては、令和５年度末の春休み期間は１２日間であり、その理由につきま

しては、先ほど教育長が答弁しましたとおり、授業時数の確保やゆとりをもって学校行事

の準備ができるようにするためであります。 

春休みの日数の見直しにつきましても、授業日数を短くすることが教員の働き方改革に

直結するのかについては一概に判断できないことから、調査・研究を進めてまいりたいと
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考えております。 

 

 

（１１）教員給与特別措置法の改正案について 

① 立憲民主党 岡部 享 議員（６月１７日） 

（問）教職調整額が１０％に改正された場合の支給対象職員の平均給与に対する時間数及び金

額について問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）中央教育審議会初等中等教育分科会の「質の高い教師の確保特別部会」の審議のまとめ

では、教職調整額について、「学校教育の水準の維持向上のための義務教育諸学校の教育

職員の人材確保に関する特別措置法」（人材確保法）による処遇改善後の一般行政職に比

した優遇分の水準以上を確保するため、教職調整額の率は少なくとも１０％以上とするこ

とが必要であると示されました。 

文部科学省が公表している中央教育審議会資料の「公立学校教員の職名別・年齢別給与

試算（令和５年度）」から想定しますと、教職調整額が仮に１０％に改正された場合、 

・２２歳の教諭では、給料月額が２１９，７００円で、その１０％にあたるおよそ２２，０００

円程度 

・３２歳の教諭では、給料月額が２９６，８００円で、その１０％にあたるおよそ３０，０００

円程度 

・４２歳の教諭では、給料月額が３６７，６００円で、その１０％にあたるおよそ３７，０００

円程度 

が支給されるものと考えられます。 

教職調整額が仮に１０％に改正された場合、どの程度の超過勤務時間分にあたるのかに

ついては、昭和４１年度に当時の文部省が実施した「教員勤務状況調査」の結果として、

小・中学校教員の１週間の平均超過勤務時間である１時間４８分をもとに４％としたこと

から、単純に１０％となると、その２．５倍の４時間３０分が１週間あたりの超過勤務と

なります。また、１か月では１８時間程度の超過勤務となるものと考えられますが、実際

の算定方法は、現在、中央教育審議会で議論をしていることから、はっきりとした時間を

算定することは難しい状況であります。 

 

（問）教員についても労働基準法第３７条を適用すべきと考えるが、見解を問う。 

＜学校教育課：事務局長答弁＞ 

（答）労働基準法第３７条には、使用者が労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合にお

いては、その時間又はその日の労働については、割増賃金を支払わなければならないこと

が規定されております。 

一方、公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法の第１条には、

「公立の義務教育諸学校等の教育職員の職務と勤務態様の特殊性に基づき、その給与その

他の勤務条件について特例を定めるものとする。」とあり、同法第３条第２項には、「教

育職員については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は、支給しない。」とあります。 

ある事柄に関して異なった規定となっている場合には、その事柄に関しては、一般法よ

りも特別法が優先して適用されるため、現行の法の下では、教員に労働基準法第３７条を
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適用することはできないものであることから、今後の国の法改正の議論を注視してまいり

たいと考えております。 

 

（問）教職調整額の増額をはじめ、今回示された改正案で教員の長時間労働が改善できるかな

ど、教員給与特別措置法見直し案を含め、教員の働き方改革について、教育長の見解を問

う。 

＜学校教育課：教育長答弁＞ 

（答）教職調整額の増額をはじめとする教員の処遇改善については望ましいものと考えており

ますが、今回示された改正案で教員の長時間労働が改善できるかなど、いわゆる給特法の

見直し案については、現在、中央教育審議会が審議しているところであり、私の立場から

見解を述べることは差し控えさせていただきます。 

市教育委員会としましては、教員が子どもと向き合う時間を確保するために、校務支援

システムの導入や勤務時間外の電話対応に代わる自動音声ガイダンスの導入等を進めてき

たところですが、これまで何度も申し上げてきたとおり、多忙化の解消や教育環境を改善

するためには、業務の増加に対応した教職員の増員しかないという考えに変わりはなく、

今後とも全国都市教育長協議会や中核市教育長会、教育委員会連合会などを通して、引き

続き国や県に対して教職員の増員を強く働きかけてまいりたいと考えております。 

 

 

（１２）令和６年能登半島地震に伴う自治公民館の被災対応について 

① 立憲民主党 岡部 享 議員（６月１７日） 

（問）地震や液状化に伴う自治公民館修繕の要望はどの程度あるのか。 

＜生涯学習課：事務局長答弁＞ 

（答）市内には、町内会などが自主的に運営を行う自治公民館が約９５０か所あり、今回の能

登半島地震による強い揺れや液状化現象に伴う自治公民館修繕の要望につきましては、現

在のところ１０件となっております。 

 

（問）公民館及び公民館類似施設建設補助金について、電柱等の関連施設の修繕については対

象とならないとのことであるが、能登半島地震等の災害に伴う修繕については対象とすべ

きと考えるが、見解を問う。 

＜生涯学習課：事務局長答弁＞ 

（答）本市では、自治公民館の活動を支援するため、「富山市公民館及び公民館類似施設建設

補助金交付要綱」を制定し、新築または全面改築の場合は、世帯数に応じて２２０万円か

ら３５０万円、修繕等については、５０万円を限度に助成を行っております。 

本制度は、建物本体の工事に係る補助であり、これまでは、助成を受けてから５年を経

過しないと新たな申請はできませんでしたが、今回の能登半島地震の被害状況に鑑みて、

過去５年以内における補助金の交付の有無に関わらず、補助申請ができるよう制度を見直

し、被災した建物の修繕等に迅速に対応できるようにしたところであります。 

市教育委員会といたしましては、地域住民の方々が自治公民館活動を実施するにあたり、

大きな影響を及ぼす建物本体に係る工事を支援することが何よりも重要と考えており、電

柱等をはじめとする関連施設に対する支援については考えていないところであります。 
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